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電気通信事業法第 110条の４第 1項の規定により、第二種交付金の額及び交付方法の認可を受け

たいので、次のとおり申請します。 

 

１ 第二種交付金の額 

  第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則（令和７年

総務省令第 16号。以下「算定等規則」という。）第５条の規定により次の(2)から(4)までのとお

り算定した交付金の額は（今回申請額）「１４８，６６０，１１８円」となる。 

（前回申請額） １４８，５８２，１２９円 

（増減（▲）額）     ７７，９８９円 

・ＮＴＴ東日本株式会社 

     （今回申請額）  １４３，５６５，６０５円 

     （前回申請額）  １４３，４８７，１４２円 

     （増減（▲）額）      ７８，４６３円 

・ ＮＴＴ西日本株式会社 

     （今回申請額）    ５，０９４，５１３円 

（前回申請額）    ５，０９４，９８７円 

 （増減（▲）額         ▲４７４円 

・ 株式会社ＺＴＶ               ０円 

  第二種適格電気通信事業者ごと、支援区域ごとの算定は【別表１】のとおり。 

 

(1) 一般支援区域に係る第二種交付金 

（資料１） この資料中、経営にかかわる情報については「総務省審議会委員に限り開示」

としてマスキングしています。 



  各第二種適格電気通信事業者の令和６年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費

用の額は、いずれの者にあっても同年度の同提供により生じた収益の額を上回っていない（注

１）。したがって、電気通信事業法第 107 条第二号の規定により（前年度の第二号基礎的電気

通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供により生

じた収益の額を上回る第二種適格電気通信事業者ではないので）、いずれの者も一般支援区域

に係る第二種交付金の交付対象の事業者とはならない。ついては、一般支援区域に係る第二種

交付金の額の算定は行わない。 

  （注１） 各第二種適格電気通信事業者の令和６年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に

要した費用の額及び収益の額については、電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵

政省令 第 25 号。以下「施行規則」という。）第 40 条の４の６第 1 項第一号の規

定により各第二種適格電気通信事業者が公表している第二号基礎的電気通信役務

収支表の第一表（資料１～３）による。収支の概要を【別表２－１】に示す。 

 

（参考１）電気通信事業法第 107条第二号（抜粋） 

第百十条の二第一項に規定する一般支援区域に係る交付金にあっては、当該交付金の

額を算定する年度（毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節におい

て同じ。）の前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度

の第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第二種適格電

気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る。 

 

(2) 特別支援区域のうち算定等規則第 5 条第 1 項第二号イにより算定される単位区域（次の(3)

の単位区域を除く単位区域）に係る第二種交付金 

① 該当する単位区域として第二種適格電気通信事業者から届出があった担当支援区域は、い

ずれの者においても第二号基礎的ＦＴＴＨアクセスサービス（施行規則第 14 条の３第 1 項

第一号に掲げるもの）に係るもののみである。 

② 各第二種適格電気通信事業者の第二号基礎的電気通信役務収支表中、第二号基礎的ＦＴＴ

Ｈアクセスサービス（施行規則第 14 条の３第 1 項第一号に掲げるもの）に係る営業費用の

額から営業収益の額を控除して得た額はいずれも零未満となっている。したがって、算定等

規則第 5条第 3項の規定により、いずれの者についても算定等規則第 5条第 1項第二号イの

規定により算定する当該役務に係る額は零（0円）となる（交付金の額＝０円）。 

 

（参考２）算定等規則第第 5条第 3項 

  第一項第二号イの規定により算定する役務ごとの額は、前項に規定する控除し

て得た額が零未満となるときは、同号イの規定にかかわらず、役務ごとにそれぞ

れ零とする。 

 

(3) 特別支援区域のうち算定等規則第 5条第 1項第二号ロにより算定される単位区域（施行規則

第 40 条の８の５第 2 項各号のいずれかに該当するもの（電気通信事業法の一部を改正する法



律（令和４年法律第第 70号）の施行日（令和５年６月 16日）において当該各号のいずれかに

該当するものに限る。）に係る第二種交付金 

 

（参考３）施行規則第 40条の８の５第 2項（抜粋） 

一 当該単位区域における電気通信回線設備の規模が第四十条の六の二第二項に

規定する規模が（注 100分の 50）を超えない場合 

二 当該単位区域において設置される第二号基礎的電気通信役務の提供に係る電

気通信回線設備を所有する者が地方公共団体である場合 

 

① 該当する単位区域として第二種適格電気通信事業者から届出があった担当支援区域は、い

ずれの者においても第二号基礎的ＦＴＴＨアクセスサービスに係るもののみである。該当す

る単位区域として届出があった単位区域数は次の表１のとおり。 

また、該当する単位区域として届出があった担当支援区域における放送役務と共用してい

る回線数（算定等規則第 15条第 6項、同第 16条第 3項関係）は次の表２のとおり。 

 

表１ 算定等規則第 5条第 1項第二号ロにより算定される単位区域として届出があった担当支援 

区域数 

             算定等規則第 5条第 1項第二号ロの単位区域数 

（ＦＴＴＨアクセスサービスに係る単位区域） 

計 

算定等規則第 15条第 2項第二号のイ、ロの別 

イ 

施行規則第 40 条の８

の５第 2 項第一号に該

当する単位区域 

ロ 

施行規則第 40 条の８

の５第 2 項第二号に該

当する単位区域 

ＮＴＴ東日本株式会社   ３２ ３１７ ３４９ 

ＮＴＴ西日本株式会社 ２ ３２ ３４ 

株式会社ＺＴＶ なし なし なし 

計 ３４ ３４９ ３８３ 

 

表２ 算定等規則第 5条第 1項第二号ロにより算定される単位区域として届出があった担当支援 

区域における放送役務と共用している回線数 

 右の回線以外の回線数 放送役務と共用している

回線数 

計 

ＮＴＴ東日本株式会社     １０，６５１ 

ＮＴＴ西日本株式会社   １，０７７ 

計   １１，７２８ 

 

総務省審議会委員に限り開示 



② ＮＴＴ東日本株式会社及びＮＴＴ西日本株式会社について、算定等規則第 5 条第 1 項第

二号ロにより、第二種適格電気通信事業者ごとに同規則第 7 条にしたがって同規則第 14条

から第 16条までの規定により算定した担当支援区域ごとの原価から、それぞれ同規則第 17

条の規定により算定した当該担当支援区域ごとの収益の額を控除した額（その額が 0 以下

の場合は 0）を合計して算定した。 

  なお、地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて提供される第二号基礎的電気通信役

務は考慮していない（算定等規則第 5条第 5項）。 

   算定の詳細は別紙のとおり。 

 

(4) 第二号基礎的電気通信役務収支表の第二表との比較 

(2)から(3)までによって算定したＮＴＴ東日本株式会社及びＮＴＴ西日本株式会社の算定

額は、いずれも各社の第二号基礎的電気通信役務収支表の第二表における役務ごとの営業費用

の額から営業収益の額をそれぞれ控除して得た額（【別表２－２】）を超えていない。したがっ

て、その合計額をもってそれぞれ交付金の額とした（算定等規則第 5条第 4項）。 

・ ＮＴＴ東日本株式会社 １４３，５６５，６０５円 ＜ ９，３７６，１００，１８８円 

・ ＮＴＴ西日本株式会社   ５，０９４，５１３円 ＜ ６，６４１，９５５，００５円 

 

   （参考４）算定等規則第 5条第 4項 

       前三項の規定により算定する額の役務ごとの合計額は、当該合計額が第二号基礎的

電気通信役務収支表の第二表における役務ごとの費用の額から収益の額をそれぞれ

控除して得た額を超えるときは、当該各項の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ

当該控除して得た額に満たない額とする。 

 

なお、いずれの第二種適格電気通信事業者も令和７年３月 31 日に第二種適格電気通信事業

者に指定されているので、算定等規則第 19条は適用されない。 

 

２ 交付方法 

 (1) 交付手段 

   第二種交付金の交付は銀行振込により行うものとする。 

   第二種交付金の銀行振込手数料は、同交付金を交付する支援機関（電気通信事業法第 106条

の規定により総務大臣から基礎的電気通信役務支援機関として指定された一般社団法人であ

る当協会をいう。）が負うものとする。 

 

 (2) 第二種交付金の通知 

   算定等規則第 25 条第 1 項の規定に基づき総務大臣が高速度データ伝送役務提供事業者ごと

に算出する第二種負担金の額の対象となる算定対象回線数（令和８年３月末の回線数）を支援

機関が受領してから２週間以内に第二種交付金の交付対象である各第二種適格電気通信事業

者に対して、当該事業者に交付する上記１の第二種交付金の額を通知する。 



 

 (3) 第二種交付金の交付期限 

   上記(2)の通知から 40日を経過した後の最初の営業日まで 

 

 (4) 第二種交付金の交付の特例 

  ① 第二種交付金の交付期限までに算定等規則第 22 条 1 項に規定する事由が生じた場合は、

同項の規定に基づき上記１の交付金の額を減額することができることとする。 

    この場合において、事由発生日以降に納付すべきであった第二種負担金の額の全部又は一

部が納付されたときは、当該納付された額を算定等規則第 22 条 2 項の規定により按分した

額のうち第二種交付金の額となるべき額に対応する額を、第二種交付金として速やかに第二

種適格電気通信事業者ごとに交付することとする。 

  ② ①の場合において、前段の減額することができる額又は後段の第二種交付金として交付す

る額は、算定等規則第 22条 3項の規定により算定することとする。 

    算定した二以上の第二種適格電気通信事業者のそれぞれに交付すべき第二種交付金の額

に１円未満の端数があるときは当該端数を四捨五入することとし、その結果交付すべき額の

合計額が不足する場合には、交付すべき額が最も大きな第二種適格電気通信事業者に対して

交付すべき額から当該不足分を減ずることで調整することとする。 

 

(5) 第二種交付金の交付に係る銀行口座のセキュリティ対策 

支援機関の第二種交付金の交付に係る銀行口座については、以下のセキュリティ対策を講じ

るものとする。 

① 決済性預金口座とし、預金額が全額保障されているものであることを確認する。 

② 当該口座からの振込先を各第二種適格電気通信事業者及び支援業務経費用の口座に限定

する。 

③ 振込手続きに係るシステム操作の認証を強化することとし、予め特定された者による認証

操作を要するものとする。 

④ 預金通帳を隔離し、現金引出しを困難とする。 

⑤ ネットバンクシステムを活用し、口座管理の迅速性を確保する。 

 


